
�愛媛県告示第７００号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定により、

西条市丹原町関屋、高松、長野、石経、来見、北田野及び川根地域

に係る県営土地改良事業計画を定めたので、同条第５項の規定によ

り、次のとおり当該土地改良事業計画書の写しを縦覧に供する。

平成２２年６月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（農業用用排水施設整備事業・田野・中川地

区）計画書の写し

２ 縦覧期間

平成２２年６月１４日から平成２２年７月９日まで

３ 縦覧場所

西条市役所丹原総合支所

�愛媛県告示第７０１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定により、

西条市周布、丹原町願連寺、丹原町池田、丹原町古田、丹原町丹原、

丹原町今井、丹原町高松及び丹原町北田野地域に係る県営土地改良

事業計画を定めたので、同条第５項の規定により、次のとおり当該

土地改良事業計画書の写しを縦覧に供する。

平成２２年６月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（農業用用排水施設整備事業・道前釜之口下

地区）計画書の写し

２ 縦覧期間

平成２２年６月１４日から平成２２年７月９日まで

３ 縦覧場所

西条市役所東予総合支所及び西条市役所丹原総合支所

�������
�愛媛県告示第７０２号
次の森林を保安林予定森林にしたから、森林法（昭和２６年法律第

２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

平成２２年６月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 保安林予定森林の所在場所

新居浜市船木字山口甲３５３７の２、甲３５４０の１、甲３５４１の１、甲

３５４２、甲３５４３の２

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

字山口甲３５３７の２・甲３５４０の１・甲３５４１の１・甲３５４２・甲

３５４３の２（以上５筆について次の図に示す部分に限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び新居浜市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第７０３号
愛媛県漁業調整規則（昭和４３年愛媛県規則第２２号）第８条第２項

（同規則第２１条第３項において準用する場合を含む。）の規定に基

づき、宇和海を操業区域とする小型機船底びき網漁業の許可又は起

業の認可を申請すべき期間を次のように定める。

� 目 次 �
告 示

○ 県営土地改良事業の事業計画書の縦覧（２件）………………………４２４

○ 保安林予定森林……………………………………………………………４２４

○ 漁業の許可又は起業の認可の申請期間…………………………………４２４

○ 付保義務の発生……………………………………………………………４２５

○ 付保義務の消滅……………………………………………………………４２５

○ 公有水面埋立工事のしゅん功認可（３件）……………………………４２５

○ 都市計画事業の認可………………………………………………………４２７

○ 市営土地改良事業の施行の関係書類の縦覧……………………………４２７

○ 道路の供用開始（県道多喜浜泉川線）…………………………………４２７

○ 指定道路の指定……………………………………………………………４２８

○ 開発行為に関する工事の完了……………………………………………４２８

○ 道路の供用開始（一般国道４４０号）……………………………………４２８

○ 土地改良区役員の就退任の届出…………………………………………４２８

公 告

○ 特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請の公告………………４２９

○ 公文書の公開の実施状況…………………………………………………４２９

○ 個人情報の開示等の実施状況……………………………………………４２９

○ 愛媛県立農業大学校入学試験の実施……………………………………４３０

選挙管理委員会告示

○ 政治団体の届出事項の異動の届出………………………………………４３１

○ 政治団体の解散の届出……………………………………………………４３２

○ 資金管理団体の解散の届出………………………………………………４３２

○ 不在者投票のできる施設の指定の一部改正……………………………４３２

○ 愛媛県議会議員及び愛媛県知事の選挙における選挙運動の公費負

担に関する規程の一部を改正する規程…………………………………４３２

労働委員会告示

○ 労働組合法第２条第１号に規定する者の範囲の認定（３件）………４３４

告 示

発 行 愛 媛 県

毎週（火・金）曜日発行 第２１７４号 平成２２年６月１１日

平成２２年６月１１日金曜日 第２１７４号
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平成２２年６月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

許可又は起業の認可を申請すべき期間

平成２２年６月１１日から６月２４日まで

�������
�愛媛県告示第７０４号
漁船損害等補償法（昭和２７年法律第２８号）第１１２条の２第２項の

規定による届出を審査した結果、次の加入区について、同法第１１２

条第１項の規定による同意があったと認めたので、同法第１１２条の

２第３項及び漁船損害等補償法施行規則（昭和２７年農林省令第１８号）

第２６条の３の規定により告示する。

平成２２年６月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

（南予地方局産業経済部八幡浜支局管内）

町見加入区

�������
�愛媛県告示第７０５号
漁船損害等補償法（昭和２７年法律第２８号）第１１３条の２第１項第

１号の規定により、次の加入区について、漁船損害等補償法に基づ

く付保義務の発生（平成１８年６月愛媛県告示第９１９号）による保険

に付すべき義務は、平成２２年６月１０日限り消滅したので、同条第２

項及び漁船損害等補償法施行規則（昭和２７年農林省令第１８号）第２６

条の３の規定により告示する。

平成２２年６月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

（南予地方局産業経済部八幡浜支局管内）

町見加入区

�������
�愛媛県告示第７０６号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」という。）第

２２条第１項の規定により、次のように埋立てに関する工事のしゅん

功を認可した。

なお、法第２２条第３項に規定する図書は、西予市役所において告

示の日から起算して１０年を経過する日まで閲覧することができる。

平成２２年６月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ しゅん功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人に

あっては、その代表者の氏名及び住所

愛媛県

松山市一番町四丁目４番地２

代表者 愛媛県知事 加戸守行

松山市御宝町１１９番１

２ 埋立区域

� 位置

埋立区域２

西予市三瓶町垣生字前新地丙１番３から同字新地丙１４番９に

至る地先公有水面

� 区域

埋立区域２

次の５０点から９４点までを順次直線で結んだ線、９４点と９５点を

結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ．Ｌ．＋２．３０メートル）に

おける公有水面と陸との境界線、次の９５点から１１４点までを順

次直線で結んだ線並びに１１４点と５０点を結ぶ春分及び秋分の満

潮位（Ｃ．Ｄ．Ｌ．＋２．３０メートル）における公有水面と陸と

の境界線により囲まれた区域

基点（西予市三瓶町垣生字新地丙１４番１１地先東川河口部の右

岸側護岸上に設置された金属鋲）は北緯３３度２３分０４秒、東経１３

２度２４分４２秒の地点

５０点は、基点から真北２８４度２６分５６秒４９．１８メートルの地点

５１点は、５０点から真北２６０度２７分１８秒１．４８メートルの地点

５２点は、５１点から真北２６０度１８分０６秒５．８２メートルの地点

５３点は、５２点から真北２５９度１８分３６秒２．８０メートルの地点

５４点は、５３点から真北２５８度５７分１０秒２．０５メートルの地点

５５点は、５４点から真北２５７度５３分４０秒４．８３メートルの地点

５６点は、５５点から真北２５５度５９分０２秒４．７７メートルの地点

５７点は、５６点から真北２５４度３０分２８秒０．１９メートルの地点

５８点は、５７点から真北２５３度４７分２７秒４．５６メートルの地点

５９点は、５８点から真北２５１度２５分５５秒４．７７メートルの地点

６０点は、５９点から真北２４８度３６分１７秒４．６３メートルの地点

６１点は、６０点から真北２４６度０２分５９秒４．６９メートルの地点

６２点は、６１点から真北２４３度５１分０１秒１．６６メートルの地点

６３点は、６２点から真北２４２度４４分３１秒２．４０メートルの地点

６４点は、６３点から真北２４１度５８分３１秒０．６３メートルの地点

６５点は、６４点から真北２４０度０５分２９秒４．６９メートルの地点

６６点は、６５点から真北２３７度１４分３９秒４．６９メートルの地点

６７点は、６６点から真北２３４度３５分３４秒４．６９メートルの地点

６８点は、６７点から真北２３１度４５分３２秒３．８８メートルの地点

６９点は、６８点から真北２３０度１９分１７秒０．８０メートルの地点

７０点は、６９点から真北２２８度３１分３２秒４．６９メートルの地点

７１点は、７０点から真北２２５度５９分３０秒４．６９メートルの地点

７２点は、７１点から真北２２２度５９分２１秒４．６９メートルの地点

７３点は、７２点から真北２２０度１８分３１秒４．６９メートルの地点

７４点は、７３点から真北２１７度１５分０２秒４．６９メートルの地点

７５点は、７４点から真北２１４度２７分４１秒４．６９メートルの地点

７６点は、７５点から真北２１１度２４分５６秒４．６９メートルの地点

７７点は、７６点から真北２０８度３９分０８秒４．６９メートルの地点

７８点は、７７点から真北２０５度４１分００秒４．７０メートルの地点

７９点は、７８点から真北２０２度５１分１１秒４．６８メートルの地点

８０点は、７９点から真北２００度２１分５１秒４．２６メートルの地点

８１点は、８０点から真北１９８度４１分０７秒０．４３メートルの地点

８２点は、８１点から真北１９８度３３分５７秒０．４１メートルの地点

８３点は、８２点から真北１０２度５１分４５秒３．６１メートルの地点

８４点は、８３点から真北１９０度５３分４６秒１．７９メートルの地点

８５点は、８４点から真北２８０度５７分３６秒２．６３メートルの地点

８６点は、８５点から真北１９１度２０分５５秒２０．０１メートルの地点

８７点は、８６点から真北１００度５９分０５秒２．７６メートルの地点

８８点は、８７点から真北１９２度１７分４２秒１．０３メートルの地点

８９点は、８８点から真北２８６度３８分４１秒３．８２メートルの地点

９０点は、８９点から真北２６１度５９分１５秒０．８２メートルの地点

９１点は、９０点から真北１８２度４２分１７秒４．９７メートルの地点

９２点は、９１点から真北１７９度４０分２３秒４．７３メートルの地点

９３点は、９２点から真北１７７度１７分５４秒４．７３メートルの地点

愛 媛 県 報平成２２年６月１１日 第２１７４号
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９４点は、９３点から真北１７５度０３分５２秒２．２４メートルの地点

９５点は、基点から真北２５２度０５分１１秒１５６．１６メートルの地点

９６点は、９５点から真北２０度１２分２９秒４．７８メートルの地点

９７点は、９６点から真北２３度０４分４０秒５．４１メートルの地点

９８点は、９７点から真北２５度５５分３３秒５．４１メートルの地点

９９点は、９８点から真北２８度２８分０２秒５．４０メートルの地点

１００点は、９９点から真北３０度４４分４１秒２．９６メートルの地点

１０１点は、１００点から真北３２度１６分１９秒２．４６メートルの地点

１０２点は、１０１点から真北３４度２７分０４秒５．４０メートルの地点

１０３点は、１０２点から真北３７度１７分００秒５．４０メートルの地点

１０４点は、１０３点から真北４０度００分２１秒５．４１メートルの地点

１０５点は、１０４点から真北４３度０８分３２秒５．４０メートルの地点

１０６点は、１０５点から真北４５度０５分１３秒１．８６メートルの地点

１０７点は、１０６点から真北４６度２８分４７秒３．５５メートルの地点

１０８点は、１０７点から真北４８度２５分３４秒５．４０メートルの地点

１０９点は、１０８点から真北５１度４３分４３秒５．４１メートルの地点

１１０点は、１０９点から真北５４度１９分５４秒５．４０メートルの地点

１１１点は、１１０点から真北５５度１１分２９秒０．８９メートルの地点

１１２点は、１１１点から真北５５度２１分２９秒１．７６メートルの地点

１１３点は、１１２点から真北３２８度０２分０９秒０．５８メートルの地点

１１４点は、１１３点から真北３２７度３４分４６秒２．６７メートルの地点

� 面積

埋立区域２

２，１９７．６８平方メートル

３ 埋立ての免許の年月日及び番号

平成１７年９月２日 愛媛県指令１７港第２７１号

４ しゅん功認可年月日

平成２２年６月１１日

�������
�愛媛県告示第７０７号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」という。）第

２２条第１項の規定により、次のように埋立てに関する工事のしゅん

功を認可した。

なお、法第２２条第３項に規定する図書は、西予市役所において告

示の日から起算して１０年を経過する日まで閲覧することができる。

平成２２年６月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ しゅん功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人に

あっては、その代表者の氏名及び住所

西予市

西予市宇和町卯之町三丁目４３４番地１

代表者 西予市長 三好幹二

西予市宇和町山田２０６１番地

２ 埋立区域

� 位置

西予市三瓶町垣生字前新地丙１番６から同字新地丙１４番９に

至る地先公有水面

� 区域

次の１点から３８点までを順次直線で結んだ線並びに３８点と１

点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ．Ｌ．＋２．３０メートル）

における公有水面と陸との境界線により囲まれた区域

基点（西予市三瓶町垣生字新地丙１４番１１地先東川河口部の右

岸側護岸上に設置された金属鋲）は北緯３３度２３分０４秒、東経１３

２度２４分４２秒の地点

１点は、基点から真北２８４度２９分２１秒４９．１８メートルの地点

２点は、１点から真北２６０度２７分１８秒１．４８メートルの地点

３点は、２点から真北２６０度１８分０６秒５．８２メートルの地点

４点は、３点から真北２５９度１８分３６秒２．８０メートルの地点

５点は、４点から真北２５８度５７分１０秒２．０５メートルの地点

６点は、５点から真北２５７度５３分４０秒４．８３メートルの地点

７点は、６点から真北２５５度５９分０２秒４．７７メートルの地点

８点は、７点から真北２５４度３０分２８秒０．１９メートルの地点

９点は、８点から真北２５３度４７分２７秒４．５６メートルの地点

１０点は、９点から真北２５１度２５分５５秒４．７７メートルの地点

１１点は、１０点から真北２４８度３６分１７秒４．６３メートルの地点

１２点は、１１点から真北２４６度０２分５９秒４．６９メートルの地点

１３点は、１２点から真北２４３度５１分０１秒１．６６メートルの地点

１４点は、１３点から真北２４２度４４分３１秒２．４０メートルの地点

１５点は、１４点から真北２４１度５８分３１秒０．６３メートルの地点

１６点は、１５点から真北２４０度０５分２９秒４．６９メートルの地点

１７点は、１６点から真北２３７度１４分３９秒４．６９メートルの地点

１８点は、１７点から真北２３４度３５分３４秒４．６９メートルの地点

１９点は、１８点から真北２３１度４５分３２秒３．８８メートルの地点

２０点は、１９点から真北２３０度１９分１７秒０．８０メートルの地点

２１点は、２０点から真北２２８度３１分３２秒４．６９メートルの地点

２２点は、２１点から真北２２５度５９分３０秒４．６９メートルの地点

２３点は、２２点から真北２２２度５９分２１秒４．６９メートルの地点

２４点は、２３点から真北２２０度１８分３１秒４．６９メートルの地点

２５点は、２４点から真北２１７度１５分０２秒４．６９メートルの地点

２６点は、２５点から真北２１４度２７分４１秒４．６９メートルの地点

２７点は、２６点から真北２１１度２４分５６秒４．６９メートルの地点

２８点は、２７点から真北２０８度３９分０８秒４．６９メートルの地点

２９点は、２８点から真北２０５度４１分００秒４．６９メートルの地点

３０点は、２９点から真北２０２度５１分１１秒４．６８メートルの地点

３１点は、３０点から真北２００度２１分５１秒４．２６メートルの地点

３２点は、３１点から真北１９８度４１分０７秒０．４３メートルの地点

３３点は、３２点から真北１９８度３３分５７秒０．４１メートルの地点

３４点は、３３点から真北１０２度５１分４５秒３．６１メートルの地点

３５点は、３４点から真北６１度０４分１８秒６２．３３メートルの地点

３６点は、３５点から真北６１度１４分２６秒２．３９メートルの地点

３７点は、３６点から真北６０度５７分０２秒３４．９７メートルの地点

３８点は、３７点から真北３４９度２１分４２秒３．１８メートルの地点

� 面積

２，２５６．４２平方メートル

３ 埋立ての免許の年月日及び番号

平成１７年９月２日 愛媛県指令１７港第２７２号

４ しゅん功認可年月日

平成２２年６月１１日

�������
�愛媛県告示第７０８号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」という。）第

２２条第１項の規定により、次のように埋立てに関する工事のしゅん

功を認可した。

なお、法第２２条第３項に規定する図書は、西予市役所において告

示の日から起算して１０年を経過する日まで閲覧することができる。

平成２２年６月１１日

愛 媛 県 報平成２２年６月１１日 第２１７４号

４２６



��������������

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ しゅん功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人に

あっては、その代表者の氏名及び住所

西予市土地開発公社

西予市宇和町卯之町三丁目４３４番地１

代表者 西予市土地開発公社理事長 別宮靜

西予市野村町旭３６６番地

２ 埋立区域

� 位置

西予市三瓶町垣生字家ノ前甲１６８番３から同字前新地丙１１番

６に至る地先公有水面

� 区域

次の１点から２０点までを順次直線で結んだ線並びに２０点と１

点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ．Ｌ．＋２．３０メートル）

における公有水面と陸との境界線により囲まれた区域

基点（西予市三瓶町垣生字新地丙１４番１１地先東川河口部の右

岸側護岸上に設置された金属鋲）は北緯３３度２３分０４秒、東経１３

２度２４分４２秒の地点

１点は、基点から真北２５２度０５分１１秒１５６．１６メートルの地点

２点は、１点から真北２０度１２分２９秒４．７８メートルの地点

３点は、２点から真北２３度０４分４０秒５．４１メートルの地点

４点は、３点から真北２５度５５分３３秒５．４１メートルの地点

５点は、４点から真北２８度２８分０２秒５．４０メートルの地点

６点は、５点から真北３０度４４分４１秒２．９６メートルの地点

７点は、６点から真北３２度１６分１９秒２．４６メートルの地点

８点は、７点から真北３４度２７分０４秒５．４０メートルの地点

９点は、８点から真北３７度１７分００秒５．４０メートルの地点

１０点は、９点から真北４０度００分２１秒５．４１メートルの地点

１１点は、１０点から真北４３度０８分３２秒５．４０メートルの地点

１２点は、１１点から真北４５度０５分１３秒１．８６メートルの地点

１３点は、１２点から真北４６度２８分４７秒３．５５メートルの地点

１４点は、１３点から真北４８度２５分３４秒５．４０メートルの地点

１５点は、１４点から真北５１度４３分４３秒５．４１メートルの地点

１６点は、１５点から真北５４度１９分５４秒５．４０メートルの地点

１７点は、１６点から真北５５度１１分２９秒０．８９メートルの地点

１８点は、１７点から真北５５度２１分２９秒１．７６メートルの地点

１９点は、１８点から真北３２８度０２分０９秒０．５８メートルの地点

２０点は、１９点から真北３２７度３４分４６秒２．６７メートルの地点

� 面積

１，２５９．６７平方メートル

３ 埋立ての免許の年月日及び番号

平成１７年９月２日 愛媛県指令１７港第２７３号

４ しゅん功認可年月日

平成２２年６月１１日

�������
�愛媛県告示第７０９号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第５９条第１項の規定に基づ

き、次のように都市計画事業を認可した。

平成２２年６月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 施行者の名称

今治市

２ 都市計画事業の種類及び名称

今治広域都市計画道路事業

３・６・４２ 学校線

３ 事業施行期間

平成２２年６月１１日から

平成２７年３月３１日まで

４ 事業地

� 収用の部分

愛媛県今治市郷六ヶ内町三丁目、八町東一丁目、八町東二丁

目、八町西四丁目及び八町西五丁目地内

� 使用の部分

なし

�������
�愛媛県告示第７１０号
西条市から協議のあった市営土地改良事業（農業用用排水施設整

備事業・神戸西部地区）の施行は、適当と認められるので、土地改

良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第５項において準用する

同法第８条第６項の規定により、次のとおり縦覧に供する。

平成２２年６月１１日

愛媛県東予地方局長 佐 伯 隆 志

１ 縦覧に供すべき書類の名称

市営土地改良事業（農業用用排水施設整備事業・神戸西部地区）

計画書の写し

２ 縦覧期間

平成２２年６月１４日から７月１３日まで

３ 縦覧場所

西条市役所

�愛媛県告示第７１１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年６月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 多喜浜泉川線
新居浜市郷三丁目甲１０４７番２１から

同市郷三丁目甲１０４７番２０まで
平成２２年６月１１日

愛 媛 県 報平成２２年６月１１日 第２１７４号

４２７
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�愛媛県告示第７１２号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり指定道路を指定した。

平成２２年６月１１日

愛媛県東予地方局長 佐 伯 隆 志

１ 道路の種類

建築基準法第４２条第１項第５号

２ 指定年月日

平成２２年６月１日

３ 指定道路の位置

四国中央市上柏町字児田１１２番２の一部

４ 指定道路の延長及び幅員

� 延長 ３９．９６メートル

� 幅員 ６．００メートル

�������
�愛媛県告示第７１５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

津島町中央土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した

旨の届出があった。

平成２２年６月１１日

愛媛県南予地方局長 高 魚 貞 利

就 任

退 任

�愛媛県告示第７１３号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２２年６月１１日

愛媛県中予地方局長 門 屋 � 三

�愛媛県告示第７１４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局久万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年６月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２２中局建（開）第１２号

平成２２年６月２日
伊予郡松前町大字南黒田字下岸田７６番１

伊予郡松前町筒井７３１番地６

黒 田 秀 雄

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ４４０号
上浮穴郡久万高原町西谷字古味３２３６番４から

同字古味３２５２番３まで
平成２２年６月１１日

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 山 本 浩 康 宇和島市津島町下畑地甲１５１０

〃 山 本 俊 幸 宇和島市津島町近家甲１１１２－７

〃 坂 本 順 作 宇和島市津島町岩松１９０５

〃 毛 利 守 雄 宇和島市津島町下畑地甲１７８２

〃 梅 村 健 則 宇和島市津島町近家甲２０９－１８

〃 藤 岡 功 宇和島市津島町上畑地甲３２７

〃 魚 崎 泰 郎 宇和島市津島町北灘乙１９１２

〃 西 山 吉 和 宇和島市吉田町立間１－１９４９

〃 松 本 武 雄 宇和島市津島町山財６５２５

監 事 武 田 貞 康 宇和島市津島町下畑地甲１０７１

〃 木 田 道 隆 宇和島市津島町浦知４１５－１

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 清 家 茂 宇和島市津島町近家甲２５３

〃 坂 本 順 作 宇和島市津島町岩松１９０５

〃 細 川 陽 一 宇和島市津島町北灘丁１２０８

〃 毛 利 守 雄 宇和島市津島町下畑地甲１７８２

〃 梅 村 健 則 宇和島市津島町近家甲２０９－１８

〃 藤 岡 功 宇和島市津島町上畑地甲３２７

〃 武 田 貞 康 宇和島市津島町下畑地甲１０７１

〃 河 野 孝 宇和島市吉田町白浦１４３９

〃 松 本 武 雄 宇和島市津島町山財６５２５

監 事 木 田 道 隆 宇和島市津島町浦知４１５－１

〃 山 本 浩 康 宇和島市津島町下畑地甲１５１０

愛 媛 県 報平成２２年６月１１日 第２１７４号

４２８
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�公 告

公文書の公開の実施状況

平成２１年度の公開請求等に対する公文書の公開の実施状況の概要

を次のとおり公表する。

平成２２年６月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 公文書の公開の請求等及び処理の状況

（単位：件）

区 分
請 求 等 の
件 数

処 理 の 状 況
取 下 げ

公 開 部 分 公 開 非 公 開

公 開 請 求 ４４６ ３１３ ８７ ２９ １７

公 開 申 請 ３ ０ ２ １ ０

合 計 ４４９ ３１３ ８９ ３０ １７

注１ 公開請求とは、愛媛県情報公開条例（平成１０年愛媛県条例第２７号。以下
「条例」という。）に基づく公開請求をいう。
２ 公開申請とは、条例附則第３項ただし書の規定によりなおその効力を有
するものとされている愛媛県情報公開要綱（平成５年１０月愛媛県・愛媛県
公営企業管理局・愛媛県教育委員会・愛媛県選挙管理委員会・愛媛県人事
委員会・愛媛県監査委員・愛媛県地方労働委員会・愛媛県収用委員会・愛
媛海区漁業調整委員会・愛媛県内水面漁場管理委員会告示第１２５５号。以下
「要綱」という。）に基づく公開申請をいう。

２ 公文書の公開の請求等の実施機関別内訳

（単位：件）
実 施 機 関 公開請求件数 公開申請件数

総 務 部 ２５ ０

企 画 情 報 部 ４ ０

知 県 民 環 境 部 １５ ０

保 健 福 祉 部 ９６ ０

経 済 労 働 部 １５ １

農 林 水 産 部 ２０ ０

事 土 木 部 １７２ １

出 納 局 １ ０

小 計 ３４８ ２

議 会 ２

公 営 企 業 管 理 者 ７ ０

教 育 委 員 会 ６３ ０

選 挙 管 理 委 員 会 ７ １

人 事 委 員 会 ２ ０

監 査 委 員 ３ ０

公 安 委 員 会 ２

警 察 本 部 長 １２

労 働 委 員 会 ０ ０

収 用 委 員 会 ０ ０

海区漁業調整委員会 ０ ０

内水面漁場管理委員会 ０ ０

合 計 ４４６ ３

３ 公文書の公開の請求等の主な内容

（単位：件）

請 求 等 の 主 な 内 容 公開請求件数 公開申請件数

公益法人等の決算書類 ７２ ０

道路等図面関係 ６４ ０

建築計画概要書 ５９ ０

名簿関係 ４５ ０

試験問題 ３８ ０

４ 公文書公開請求者等別の内訳

（単位：件）
公 開 請 求 者 等 の 区 分 公開請求件数 公開申請件数

県内に住所を有する者又は事務所若しくは事業所を
有する個人及び法人その他団体

３３７ ３

その他のもの １０９ ０

５ 不服申立て等の状況

� 不服申立て

実績なし

� 不服申出

実績なし

�������
�公 告

個人情報の開示等の実施状況

平成２１年度の開示請求等に対する個人情報の開示等の実施状況の

概要を次のとおり公表する。

平成２２年６月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 個人情報取扱事務の登録件数

（単位：件）

実 施 機 関 ２１年度末件数

総 務 部 ７０

企 画 情 報 部 ２９

知 県 民 環 境 部 １６１

保 健 福 祉 部 ４６３

経 済 労 働 部 ８９

農 林 水 産 部 １９２

事 土 木 部 １３３

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請があったの

で、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２２年６月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２２年５月２８日 特定非営利活動法人
介護企画あき 白 神 敏 恵 松山市南江戸４丁目５番２５号 この法人は、身体障害者、高齢者に対して、ゆ

ったりとした環境の中、家庭的な雰囲気での生
活が送れるよう共同生活型介護システムの運営
事業と年齢を問わず社会との交流を必要とする
人や集団生活になじめない子供たちに対して勉
学、趣味、生き甲斐等のサービスを提供する事
業を行い、もって社会福祉の増進と実現に寄与
することを目的とする。
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出 納 局 １０

小 計 １，１４７

議 会 １３

公 営 企 業 管 理 者 １６

教 育 委 員 会 １７６

選 挙 管 理 委 員 会 ２０

人 事 委 員 会 ４

監 査 委 員 ５

公 安 委 員 会 ６

警 察 本 部 長 １６２

労 働 委 員 会 ４

収 用 委 員 会 １１

海区漁業調整委員会 ２

内水面漁場管理委員会 １

合 計 １，５６７

２ 個人情報の開示請求の状況

� 書面による開示請求

（単位：件）

実 施 機 関
請 求 の
件 数

処 理 の 状 況
取 下 げ

開 示 部 分 開 示 非 開 示

知 事 ２６ １２ １０ ４ ０

公営企業管
理者 ３２ ２０ １２ ０ ０

教育委員会 ２４ ２４ ０ ０ ０

警察本部長 １６ ０ １３ ３ ０

合 計 ９８ ５６ ３５ ７ ０

注 他の実施機関については、実績なし。

� 口頭による開示請求

（単位：件）
実 施 機 関 請求の件数

総 務 部 ３５

知 県 民 環 境 部 ２５

事 保 健 福 祉 部 ９４

小 計 １５４

教 育 委 員 会 ７，９５８

人 事 委 員 会 １７６

警 察 本 部 長 ５２

合 計 ８，３４０

注１ 「口頭による開示請求」とは、実施機関があらかじめ定めた個人情
報について、口頭により開示請求できるものであり、請求があった場
合は、原則開示するものである。
２ 他の実施機関については、実績なし。

３ 個人情報の訂正請求の状況

実績なし

４ 個人情報の利用停止請求の状況

実績なし

５ 不服申立ての状況

（単位：件）

不服申立て件数 処 理 の 状 況

区 分

平 成
２０年度
からの
繰 越
件 数

平 成
２１年度
不 服
申立て
件 数

裁 決 又 は 決 定

審理中 取下げ却 下 棄 却 一 部
認 容

認 容

開示決
定等に
係るも
の

０ ２ １ １

訂正決
定等に
係るも
の

０ ０

利用停
止決定
等に係
るもの

０ ０

�������
�公 告

愛媛県立農業大学校入学試験の実施について

平成２３年度愛媛県立農業大学校入学試験を次のとおり実施する。

平成２２年６月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 入学試験の区分

総合農学科及びアグリビジネス科

２ 入学試験の期日

� 総合農学科

ア 推薦入学試験

平成２２年１１月１２日（金） 学科試験及び面接試験

イ 一般入学試験（１次募集）

平成２３年１月１３日（木） 学科試験及び面接試験

ウ 一般入学試験（２次募集）。ただし、１次募集で定員に満

たない場合のみ実施する。

平成２３年３月２日（水） 学科試験及び面接試験

� アグリビジネス科

平成２３年１月１４日（金） 学科試験及び面接試験

３ 入学試験の場所

松山市下伊台町１５５３番地

愛媛県立農業大学校

４ 募集人員、修業年限及び受験資格

� 総合農学科

コース 修業年限 募集人員

農産園芸コース

果 樹 コ ー ス ２年 ５５人

畜 産 コ ー ス

受験資格

次のいずれかに該当する者
� 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）による高等学校又は
中等教育学校を卒業した者（平成２３年３月に卒業見込みの
者を含む。）

� �に掲げるもののほか、知事がこれらの者と同等以上の
学力を有すると認めた者

� アグリビジネス科

コース 修業年限 募集人員

リーダー養成コース ２年 １０人

受験資格

次のいずれかに該当する者
� 学校教育法による短期大学を卒業した者（平成２３年３月
に卒業見込みの者を含む。）

� 都道府県立農業者研修教育施設養成部門（農林水産大臣
と協議して設置されたものに限る。）を卒業した者（平成
２３年３月に卒業見込みの者を含む。）
� �及び�に掲げるもののほか、知事がこれらの者と同等
以上の学力を有すると認めた者

５ 学科試験科目

� 総合農学科

ア 推薦入学試験

小論文
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選挙管理委員会告示

イ 一般入学試験（１次募集）

国語（古典及び古典講読を除く。）及び一般教養（数学及

び理科）

ウ 一般入学試験（２次募集）（実施する場合）

国語（古典及び古典講読を除く。）及び一般教養（数学及

び理科）

� アグリビジネス科

小論文

６ 入学願書受付期間

� 総合農学科

ア 推薦入学試験

平成２２年１０月４日（月）から１５日（金）まで

イ 一般入学試験（１次募集）

平成２２年１２月６日（月）から１７日（金）まで

ウ 一般入学試験（２次募集）（実施する場合）

平成２３年２月７日（月）から１４日（月）まで

� アグリビジネス科

平成２２年１２月６日（月）から１７日（金）まで

� 郵送による場合は、総合農学科及びアグリビジネス科とも当

該受付期間の締切日までの消印があるものは、受け付ける。

７ 受験手続

入学願書に次に掲げる書類等を添えて愛媛県立農業大学校長に

提出すること。

� 最終学校の調査書

� 写真（出願前６箇月以内に正面から撮影した無帽の上半身像

で５センチメートル平方形のもの）

� 総合農学科への推薦入学を希望する者にあっては、出身高等

学校又は出身中等教育学校の長の推薦書

� 入学選考料として２，２００円の愛媛県収入証紙

８ その他入学試験の詳細については、愛媛県立農業大学校に問い

合わせること。

�愛媛県選挙管理委員会告示第２７号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第７条第１項の規定により、次のとおり政治団体から届出事項の異動の届出があった。

平成２２年６月１１日

愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

政治団体の名称 異 動 事 項 新 旧 届出年月日 備 考

自由民主党愛媛県港湾建
設支部 代 表 者 大 西 治 安 藤 晶 文 平成２２年５月１１日 政党の支部

自由民主党伊予三島支部 会 計 責 任 者 河 端 秀 樹 篠 永 誠 司 平成２２年５月１２日 政党の支部

自由民主党愛媛県松山市
第十四支部 主たる事務所の所在地 松山市西長戸町９６１―１ 松山市東長戸三丁目８－３５ 平成２２年５月１３日 政党の支部

自由民主党愛媛県東温市
第一支部 会 計 責 任 者 谷 本 訓 功 河 野 高 慶 平成２２年５月１４日 政党の支部

山本順三後援会 主たる事務所の所在地 松山市一番町一丁目９―１５ 今治市大新田町二丁目２－５０ 平成２２年５月１７日

代 表 者 檜 垣 俊 幸 野 間 赳

民主党愛媛県第４区総支
部 会 計 責 任 者 新 田 耕 士 � 山 直 樹 平成２２年５月１８日 政党の支部

高橋英行後援会 会 計 責 任 者 新 田 耕 士 � 山 直 樹 平成２２年５月１８日

愛媛県水産政治連盟 代 表 者 河 野 義 光 佐々木 護 平成２２年５月１９日

新社会党愛媛県本部 会 計 責 任 者 川 崎 利 生 中 島 清 延 平成２２年５月２０日

政治結社男塾 会 計 責 任 者 樋 口 敏 幸 熊 本 忠 男 平成２２年５月２１日

自由民主党愛媛県建設関
係支部 代 表 者 石 岡 仁 志 星 加 隆 夫 平成２２年５月２６日 政党の支部

石崎大樹後援会 代 表 者 浜 田 寅 文 村 上 八 郎 平成２２年５月２７日

会 計 責 任 者 藤 井 英 樹 石 崎 豊

愛媛県行政書士政治連盟 政 治 団 体 の 名 称 愛媛県行政書士政治連盟 日本行政書士政治連盟愛媛県支部 平成２２年５月２８日
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�愛媛県選挙管理委員会告示第２８号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１７条第１項の規定に

より、次のとおり政治団体の解散の届出があった。

平成２２年６月１１日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 西 � 健

�愛媛県選挙管理委員会告示第２９号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１９条第３項の規定により、次のとおり資金管理団体の解散の届出があった。

平成２２年６月１１日

愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

�愛媛県選挙管理委員会告示第３０号
不在者投票のできる施設の指定（平成２２年２月愛媛県選挙管理委員会告示第９号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

平成２２年６月１１日

愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

１ 病院 １ 病院

名 称 所 在 地 指定年月日 名 称 所 在 地 指定年月日

省略 省略

公立学校共済組合

三島医療センター

省略 愛媛県立三島病院 省略

省略 省略

２ 省略

３ 老人ホーム

２ 省略

３ 老人ホーム

名 称 種 類 所 在 地 指定年月日 名 称 種 類 所 在 地 指定年月日

省略 省略

特別養護老人

ホーム柏寿園

省略 特別養護老人

ホーム柏寿園

省略

ケアハウス城

辺みしま荘

軽費老人ホー

ム

南宇和郡愛南

町城辺乙５６１

平成２２年６月

１１日

４ 省略 ４ 省略

�愛媛県選挙管理委員会告示第３１号
愛媛県議会議員及び愛媛県知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。

平成２２年６月１１日

西 野 繁 後 援 会 神 西 伊佐男 平成２１年４月１２日

山 中 隆 � 後 援 会 和 田 富 高 平成２１年１２月３１日

に ゅ う の や 道 孝 後 援 会 丹生谷 道 孝 平成２２年５月２５日

と よ た み ち よ し 後 援 会 豊 田 実知義 平成２２年５月２５日

� 取 武 則 後 援 会 林 哮 平成２２年５月２６日

政 治 団 体 の 名 称 代表者の氏名 解散年月日

山 下 太 三 後 援 会 山 下 太 三 平成２１年４月１０日

届出をした者の
氏名 公 職 の 種 類 資金管理団体の名称 主たる事務所の所在地 代表者の氏名

資金管理団体で
なくなった旨の
届出年月日

備 考

丹生谷 道 孝 松山市議会議員 にゅうのや道孝後援会 松山市衣山一丁目１９６－６ 丹生谷 道 孝 平成２２年５月２６日

豊 田 実知義 松山市議会議員 とよたみちよし後援会 松山市恵原町甲１２５４－１ 豊 田 実知義 平成２２年５月２６日
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愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

愛媛県議会議員及び愛媛県知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の一部を改正する規程

愛媛県議会議員及び愛媛県知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程（平成６年１０月愛媛県選挙管理委員会告示第２５号）の一

部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出）

第４条 省略

２ 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車

使用証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、

燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自

動車登録規則（昭和４５年運輸省令第７号）第１３条第１項第４号に

規定する４けた以下のアラビア数字、車両番号のうち道路運送車

両法施行規則（昭和２６年運輸省令第７４号）第３６条の１７第１項第４

号若しくは第３６条の１８第１項第３号に規定する４けた以下のアラ

ビア数字又は標識の番号（地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第４４６

条第３項（同法第１条第２項において準用する場合を含む。）に

規定する標識の番号をいう。）のうちこれらに代わる４けた以下

のアラビア数字

、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給

業者から燃料の供給を受けた際に受領したものの写しを添付しな

ければならない。

３ 省略

（契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出）

第４条 省略

２ 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車

使用証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、

燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号（道路運

送車両法（昭和２６年法律第１８５号）の規定による自動車登録番号若

しくは車両番号又は地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第４４６条第

３項（同法第１条第２項において準用する場合を含む。）に規定

する標識の番号をいう。）のうち４けた以下のアラビア数字（自

動車登録規則（昭和４５年運輸省令第７号）第１３条第１項第４号又

は道路運送車両法施行規則（昭和２６年運輸省令第７４号）第３６条の

１７第１項第４号若しくは第３６条の１８第１項第３号に規定する４け

た以下のアラビア数字その他これに代わるアラビア数字をいう。

）、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給

業者から燃料の供給を受けた際に受領したものの写しを添付しな

ければならない。

３ 省略

第１号様式その１備考２中「（道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号）の規定による自動車登録番号若しくは車両番号又は地方税法

（昭和２５年法律第２２６号）第４４６条第３項（同法第１条第２項において準用する場合を含む。）に規定する標識の番号をいう。）」を「、車

両番号又は標識の番号」に改める。

第２号様式その１記３中「自動車登録番号」の下に「、車両番号又は標識の番号」を加え、同様式その１備考３中「受ける選挙運動用自

動車の自動車登録番号」の下に「、車両番号又は標識の番号」を加える。

第３号様式その１記３中「自動車登録番号」の下に「、車両番号又は標識の番号」を加える。

「 燃料の供給を受けた選挙運動用

自動車の自動車登録番号

第４号様式その１中「自動車登録番号」の下に「、車両番号又は標識の番号」を加え、同様式その２中

」

「 燃料の供給を受けた選挙運動用

自動車の自動車登録番号、車両

番号又は標識の番号

を に改め、同様式その２備考１中「（道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号）の規定による自動車登録番

」

号若しくは車両番号又は地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第４４６条第３項（同法第１条第２項において準用する場合を含む。）に規定する

標識の番号をいう。）のうち４けた以下のアラビア数字（自動車登録規則（昭和４５年運輸省令第７号）第１３条第１項第４号又は道路運送車

両法施行規則（昭和２６年運輸省令第７４号）第３６条の１７第１項第４号若しくは第３６条の１８第１項第３号に規定する４けた以下のアラビア数字

その他これに代わるアラビア数字をいう。）」を「のうち自動車登録規則（昭和４５年運輸省令第７号）第１３条第１項第４号に規定する４け

た以下のアラビア数字、車両番号のうち道路運送車両法施行規則（昭和２６年運輸省令第７４号）第３６条の１７第１項第４号若しくは第３６条の１８

第１項第３号に規定する４けた以下のアラビア数字又は標識の番号（地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第４４６条第３項（同法第１条第２項

において準用する場合を含む。）に規定する標識の番号をいう。）のうちこれらに代わる４けた以下のアラビア数字」に改め、同様式その

２備考２中「受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号」の下に「、車両番号又は標識の番号」を加え、同様式その２備考３中「自動車登

録番号」の下に「、車両番号又は標識の番号」を加える。

第７号様式その１備考１中「（道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号）の規定による自動車登録番号若しくは車両番号又は地方税法

（昭和２５年法律第２２６号）第４４６条第３項（同法第１条第２項において準用する場合を含む。）に規定する標識の番号をいう。）のうち４け

た以下のアラビア数字（自動車登録規則（昭和４５年運輸省令第７号）第１３条第１項第４号又は道路運送車両法施行規則（昭和２６年運輸省令

第７４号）第３６条の１７第１項第４号若しくは第３６条の１８第１項第３号に規定する４けた以下のアラビア数字その他これに代わるアラビア数字

をいう。）」を「のうち自動車登録規則（昭和４５年運輸省令第７号）第１３条第１項第４号に規定する４けた以下のアラビア数字、車両番号

のうち道路運送車両法施行規則（昭和２６年運輸省令第７４号）第３６条の１７第１項第４号若しくは第３６条の１８第１項第３号に規定する４けた以

下のアラビア数字又は標識の番号（地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第４４６条第３項（同法第１条第２項において準用する場合を含む。）
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労働委員会告示

�愛媛県労働委員会告示第２号
当委員会は、地方公営企業等の労働関係に関する法律（昭和２７年

法律第２８９号）第５条第２項の規定に基づき、愛媛県公営企業の職

員が結成し、又は加入する労働組合について、職員のうち労働組合

法（昭和２４年法律第１７４号）第２条第１号に規定する者の範囲を平

成２２年５月２８日認定したので、次のとおり告示する。

なお、企業職員に係る労働組合法第２条第１号に規定する者の範

囲の認定（昭和５３年５月愛媛県地方労働委員会告示第１号）は、廃

止する。

平成２２年６月１１日

愛媛県労働委員会

会 長 白 石 喜 �
愛媛県公営企業の職員が結成し、又は加入する労働組合（組合員

である当該企業の職員が次の表に掲げる者のみに限られているもの

を除く。）については、当該企業の職員のうち、次の表に掲げる者

�������
�愛媛県労働委員会告示第３号
当委員会は、地方公営企業等の労働関係に関する法律（昭和２７年

法律第２８９号）第５条第２項の規定に基づき、松山市公営企業局の

職員が結成し、又は加入する労働組合について、職員のうち労働組

合法（昭和２４年法律第１７４号）第２条第１号に規定する者の範囲を

平成２２年５月２８日認定したので、次のとおり告示する。

なお、企業職員に係る労働組合法第２条第１号に規定する者の範

囲の認定（昭和４２年８月愛媛県地方労働委員会告示第１号）は、廃

止する。

平成２２年６月１１日

愛媛県労働委員会

会 長 白 石 喜 �
松山市公営企業局の職員が結成し、又は加入する労働組合（組合

員である当該企業の職員が次の表に掲げる者のみに限られているも

のを除く。）については、当該企業の職員のうち、次の表に掲げる

者

�������
�愛媛県労働委員会告示第４号
当委員会は、地方公営企業等の労働関係に関する法律（昭和２７年

法律第２８９号）第５条第２項の規定に基づき、宇和島市水道局の職

員が結成し、又は加入する労働組合について、職員のうち労働組合

法（昭和２４年法律第１７４号）第２条第１号に規定する者の範囲を平

成２２年５月２８日認定したので、次のとおり告示する。

なお、企業職員に係る労働組合法第２条第１号に規定する者の範

囲の認定（昭和４１年６月愛媛県地方労働委員会告示第１号）は、廃

止する。

平成２２年６月１１日

愛媛県労働委員会

会 長 白 石 喜 �
宇和島市水道局の職員が結成し、又は加入する労働組合（組合員

である当該企業の職員が次の表に掲げる者のみに限られているもの

を除く。）については、当該企業の職員のうち、次の表に掲げる者

に規定する標識の番号をいう。）のうちこれらに代わる４けた以下のアラビア数字」に改め、同様式その１（別紙）その２�中「受けた選
挙運動用自動車の自動車登録番号」の下に「、車両番号又は標識の番号」を加える。

附 則

この規程は、公布の日から施行する。

勤 務 箇 所 労働組合法第２条第１号に規定する者

本 局 局長、病院管理監、課長、室長、技幹、課長補佐、室長
補佐、技術課長補佐、専門員（人事、給与、法令、秘書
事務又は予算編成及び執行に関する事務を担当する者に
限る。）、総務課総務企画係長、同予算係長、同出納決
算係長、県立病院課管理係長、総務課担当係長、同総務
企画係に属する主任及び主事（人事、給与、法令又は秘
書事務を担当する者に限る。）、同予算係及び県立病院
課管理係に属する主任及び主事（予算編成及び執行に関
する事務を担当する者に限る。）

発 電 所
管 理 事 務 所

所長、総務課長、発電課長、管理課長、出張所長

県 立 病 院 院長、事務局長、経営統括監、副院長、センター長、事
務局次長、総務課長、総務課長補佐、経営企画室長、看
護部長

勤 務 箇 所 労働組合法第２条第１号に規定する者

本 庁 管理者、部長、企画官、課長、専門監、主幹、企画総務
課に属する職員で、秘書、人事及び法規に関する事務を
担当する者（課長、専門監及び主幹を除く。）、経営管
理課に属する職員で経理に関する事務を担当する者（課
長及び主幹を除く。）

水道サービス課 課長、主幹

水道管路管理
セ ン タ ー

センター長、専門監、主幹

浄 水 管 理
セ ン タ ー

センター長、専門監、主幹

中 島 分 室 分室長

勤 務 箇 所 労働組合法第２条第１号に規定する者

水 道 局 局長、技監、次長、課長、参事、課長補佐、室長、副参
事

平成２２年６月１１日 発行
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